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1. はじめに 
 2011年 3月 11日 14時 46分に，東北地方太平洋
沖地震（Mw：9.0，震源深さ：約 24 km，PGA：2933 
gal，最大震度：7）が発生した．この地震の特徴は，
プレート境界型で，地震動は 0.5 秒以下の短周期が
卓越し，継続時間が長い（本震の揺れは，東日本全
体で約 6 分以上）点であり，1900 年以降に日本国
内で発生した最大の地震である． 
 この地震で，盛土造成地の変動が多発している．
これらは，あまり報道されていないものの，変動ブ
ロック内では，家屋が全壊～半壊する被害に加えて，
ライフラインの破損が生じ，被害は深刻である．ま
た，余震や降雨によって，さらに変動する危険性が
高いことから，ガス・水道の供給は，長期に渡って
停止されたままとなっている．本報は，これらのう
ち，仙台市太白区緑ケ丘地区（3，4丁目）における
調査結果をまとめたものである． 
 
2. 緑ケ丘地区における盛土造成地の変動 
 緑ケ丘地区では，1957 年から，丘陵地の谷埋め
型・腹付け型盛土による，大規模造成が行われ ，標
高 40～90m間の住宅地として開発された．1978 年
の宮城県沖地震において，盛土造成地の変動が発生
し，3 丁目の一部は地すべり防止区域に指定されて
いる．今回の地震でも，3, 4丁目で盛土造成地の変
動が発生し，約 170棟の住宅に被害が生じている． 
2.1 緑ケ丘 3丁目の変動 
 3丁目では，1978年宮城県沖地震後に対策工が施
工されていたが，今回再び，谷埋め型の盛土造成地
が変動した．図－1 に被害状況を示す．Ⅰブロック
では，1978年以降に一部の住宅が撤去され，盛土箇
所を増やした上で，堰堤を延長している．また，ブ
ロック頭部には杭工が施工されている．Ⅱブロック
においては，5 段の杭工と 2基の集水井工が施工さ
れている． 
 Ⅰブロックでは，頭部引張り亀裂が明瞭であり，
1978年とは，変動ブロックの形状は多少異なるもの
の，同様のすべりが生じていると考えられる．これ 

 
図－1 緑ケ丘 3丁目被害状況 

 
らの亀裂は，拡大傾向にあることから，降雨，余震
によって，変動が継続していていることがわかる． 
Ⅱブロックでは，鋼管杭の打設されている区間内
に，すべり面深度が浅いと考えられる，小規模ブロ
ックが形成されている．これらの小規模ブロック内
では，家屋の基礎部分が回転し，その結果として，
家屋にせん断変形が生じた被害が目立つ． 

3 丁目における，変動の特徴としては，頭部引張
り亀裂が明瞭であるのに対して，末端圧縮部分の変
形・亀裂が不明瞭なことが挙げられる．これは，杭
工および地下水排除工が施工効果を発揮した結果で
あると考えられる．しかし，杭工は，土塊が変動し
た後に効果を発揮するため，変動土塊内の多少の変
形を許すこととなる．よって杭工は，土塊全体の大
変形を抑止することに効果を発揮するが，変動土塊
表面の変形（亀裂，傾斜）を防ぐことは困難である
と言える．このことは，杭工のみでは，住宅やライ
フラインへの被害を防ぐことができないことを意味
する．今後，盛土造成地における耐震対策工として
は，土塊全体の変動を抑制・抑止する従来工法に加
えて，家屋の基礎部分周辺の変形を抑止する工法を
考案する必要があると考える． 



 
図－2 緑ケ丘 4丁目被害状況 

 
2.2 緑ケ丘 4丁目の被害 
 4 丁目では，腹付け型の盛土造成地が変動した．
地表変位は 3丁目に比べて大きい． 4丁目において
も，1978 年宮城県沖地震の際に，同様の変動が発
生しているが，対策工が施工された形跡は確認でき
ない．図－2に 4丁目の被害状況を示す． 
 Ⅰ～Ⅲブロックにおいて，頭部引張り亀裂が明瞭
である．各ブロックにおいて，変動土塊は，基盤の
地層傾斜とは関係なく，基盤表面の最大傾斜方向に
変動している．本震から 60日以上経過した時点で，
当初は確認できなかった，新たな亀裂が生じている
ことから，余震・降雨の影響で，土塊の変動が継続
していると考えられる．また，各ブロックにおいて，
擁壁の倒壊，開口亀裂を伴うはらみ出しが多数みら
れる．これらの擁壁は，土塊の変動方向と直交する
ように設置されているものが多い． 
 4 丁目においては，地震発生後にボーリング調査
を実施している．調査結果を図－3 に，地下水位を
表－1に示す． 
この結果より，盛土部分は，N 値 0～4 となり，

極めて軟質であることがわかる．N値 9～18となる
箇所があるが，これらは盛土材料に含まれる礫（軽
石，凝灰岩）に当たった結果である．また，基盤（凝
灰岩～砂岩）においては，部分的に強風化が進んで
いる箇所があるものの，N値 40～50以上となる．  
盛土部分の土質は，礫混じり・砂～シルト質砂～

～シルト～粘土および，礫質・砂質シルトが主体で
難透水性である．また，基盤との境界には，旧表土
と想定される高液性限界の粘土層（最大層厚 85cm）
が挟在する．なお，コア観察結果より，盛土材料と
しては，造成時に周辺地山を切土した際に生じた，
粘土質火山灰～凝灰岩を主体とする土砂を転用した
と推測される．さらに，地下水位は，各孔ともに地
表面付近（GL-0.45～1.10m）に形成されており，
盛土部分の大半が飽和状態にある． 
盛土部分と基盤の強度比が大きいことから，両者

の境界をすべり面として，盛土土塊が変動したと考
えられる．4 丁目においては，旧表土の粘土層がす
べり面となっている可能性があるが，この薄層が存 

 
図－3 ボーリング調査結果 

 
表－1 地下水位 

ボーリング No. 1 No. 2 No. 3 
地下水位 
GL – (m) 

1.05 1.10 0.45 

 
在しなかった場合でも，盛土部分が変動したと考え
る． 
また，これらの調査孔には，地中傾斜計および，
間隙水圧計を埋設しており，今後，観測を継続して
いく予定である． 
 
3. 考察・まとめ 

1995年兵庫県南部地震を機に，明瞭に認識される
ようになった，地震時における盛土造成地の変動 1) 

は，「地盤工学的な危険因子」といえる．以下に緑ヶ
丘地区の宅地破壊の特徴をまとめる． 
・被害に関して 

a. 切土部分と盛土部分の被害の差は明瞭である． 
b. 切土・盛土境界部分の宅地の被害が著しい． 
c. 盛土土塊のすべる方向（斜面の最大傾斜方向） 
と直交する擁壁は，倒壊などの変状をきたし， 
下部に被害を及ぼす可能性が高い． 

・変動メカニズムに関して 
d. 盛土のN値は 0～4と極めて軟質で，基盤のN 
値は，40～50以上となり，強度比が大きい． 

e. 盛土部分と基盤の境界をすべり面として，盛土 
部分が変動している． 

f. 盛土造成地は，基盤の地層傾斜に左右されず， 
基盤表面の最大傾斜方向に変動する． 

g. すべり面（盛土と基盤の境界）は飽和状態にあ 
る． 

h. 盛土造成地の変動は，降雨，余震によって継続 
的する． 

・対策工に関して 
i. 地すべり対策工としての，杭工，地下水排除工 
は，土塊の大変形に対して効果を発揮するが，
家屋への被害を完全に抑えることはできない． 

j. 家屋の被害を防ぐには，基礎部分周辺の変形を 
抑止する必要がある． 
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